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5      ページ数を 5に修正。 

32 2 ウ   

ウ 具体的な改定方法 

・ 県及び事業者は、設計完了後から 12 月を経過した

後に日本国内における物価水準の変動により、設計

完了時の改定基準指標から 1.5％以上の物価変動が

生じた場合に、改定を請求することができるものと

する。 

・ 変動前残工事費と変動後残工事費との差額のうち

変動前残工事費の 1.5％を超える額につき、サービス

購入料を改定するものとする。 

・ 改定後の工事費の増減額「Ｘ」を求めるための計算

式は、次のとおりとする。 

・ 改定後の工事費（Ｘ）を求めるための計算式は、次

のとおりとする。   

Ｘ＝（提案時の工事費）×（１＋α－0.015）（α＞

0.015 のとき）   

Ｘ＝（提案時の工事費）×（１＋α＋0.015）（α＜

0.015 のとき）   

α＝（Ａ／Ｂ－１）×100（％） 

 

 

ウ 具体的な改定方法 

（ア）設計完了時 

・ 改定後の工事費「a’」を求めるための計算式は、

次のとおりとする。 

a’＝ a ×（Ｂ／ b） 

a  提案時の工事費 

a’ 設計完了時の改定後の工事費 

b  提案時の建築費指数   

Ｂ 設計完了時の建築費指数 

 

（イ）工事着手後 

・ 県及び事業者は、設計完了後から 12 月を経過した

後に日本国内における物価水準の変動により、設計

完了時の改定基準指標から 1.5％以上の物価変動が

生じた場合に、改定を請求することができるものと

する。 

・ 変動前残工事費と変動後残工事費との差額のうち

変動前残工事費の 1.5％を超える額につき、サービス

購入料を改定するものとする。 



・ 改定後の工事費の増減額「Ｘ」を求めるための計算

式は、次のとおりとする。 

・ 改定後の工事費（Ｘ）を求めるための計算式は、次

のとおりとする。 

Ｘ＝（提案時の工事費）×（１＋α－0.015）（α＞

0.015 のとき）   

Ｘ＝（提案時の工事費）×（１＋α＋0.015）（α＜

－0.015 のとき）   

α＝（Ａ／Ｂ－１）×100（％） 

38 (1)    

土木工事保険 土木工事を主体とする工事を対象とす

る（一部に建築工事及び設備工事を含

む場合も対象とする。）。 

土木工事保険 土木工事を主体とする工事を対象とす

る（一部に建築工事及び設備工事を含

む場合も対象とする。）。 

 


